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第１回 まちづくり常任委員会会議録 

令和２年１月２４日（金） 

委 員 会 議 室 

○会議日程 

１ 開会宣告（１０時１４分） 

２ 調査事項 

（１）総務財政課所管 

①和解及び損害賠償の額の決定について 

３ その他 

４ 閉会宣告（１０時４４分） 
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（１０時１４分  開  会） 

斎賀委員長 

  ご着席ください。 

ただいまより令和２年第１回まちづくり常任委員会を行います。 

  まちづくり常任委員会は、委員定数８名のところ１名欠員、１名欠席、６名の委員会で開

催します。 

  本日の調査事項は、総務財政課所管の和解及び損害賠償の額の決定についてであります。 

調査事項の前に町長より挨拶をもらいます。 

野々村町長 

  皆さん、おはようございます。 

  季節柄大変お忙しいところに常任委員会を招集いたしましたこと、また皆さんおいでをい

ただいたことに感謝を申し上げたいと存じます。 

  まず、今日の常任委員会の中身ではないんですけども、先ほど、協議の申入れがございま

した令和２年度以降の幌延深地層研究計画案につきまして、我々、議会にも報告したとおり、

熟慮に熟慮を重ねて、この三者協定を遵守することを前提に申入れを承諾した旨を文書で公

式に昨日付けで、昨日の午後４時に手交をいたしました。 

山口所長始め、職員３名の方々が随行で来られまして、手交式を終えたというところでご

ざいます。 

  今後、どのような形になるか、また北海道がどのような形で回答するか、まだわかりませ

んけども、我々町としては、それぞれ説明会、道民へ１５日から幌延スタートに各北海道４

ヵ所を説明に歩いたということで終わって、いつしようかと思って日程を読んでたんですけ

れども、私が２０日から稚内出張もぶつかりましたし、議長も同じですけども、それぞれこ

の常任委員会の前には手交したいということで、日程を機構さんと合わせたところ、昨日の

４時にちょうどタイミングがあったということで、夕べ４時に手交させていただきました。 

  今後ともいろんな機会捉えながら、機構さんと今後についても協議を進めていきますし、

議会としてもご協力をいただきながら、とりあえず９年間の行事予定が今後組まれていくと

思いますけども、この計画でどのような形で成果を出しながら、この先どうするかというこ

とも含めて、考えていきたいなと思ってございます。 

  とりあえず、この９年間の中で一生懸命成果が上がる研究をしてほしいということも、昨

日お願いをしたところでもありますので、今後とも議会含めてよろしくお願いをしたいと思

いますので、冒頭の挨拶に変えてこのお話をさせていただきます。どうぞ今日はよろしくお

願いいたします。 

斎賀委員長 

  ありがとうございました。 

  それでは早速本日の調査事項、和解及び損害賠償の額の決定についてであります。 

  説明を求めたいと思います。 

岩川副町長 

  それでは私のほうから、和解及び損害賠償の決定についての件をご説明させていただきま

す。 
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  このたび、平成３１年５月９日付けで、原告訴訟代理人から札幌地方裁判所へ、幌延町を

相手方とする訴状が届けられ、同月２３日付けで、第１回口頭弁論呼出し状及び答弁書催告

状が札幌地方裁判所から町に対し送達があったところであります。 

  損害賠償の請求内容についてですが、原告である元職員は、時間外労働等の対価の請求を

違法に妨げられ、給与支払い請求権を侵害されたとともに、上司によるパワーハラスメント

によって精神的苦痛を被ったなどとして、その損害賠償を請求されたものです。 

  和解及び損害賠償の相手方は、※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※で、和解の概要としましては、議案に記載しております（１）から（６）まで記述して

いる内容となっております。 

  本件につきましては、５回の口頭弁論を行い、裁判所から和解勧告が提示されたことに伴

い、議会の議決をいただいた上でを条件として和解案に応じることと判断し、地方自治法第

９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議決が必要となることから、本会議と補

正予算の議案も提出させていただいております。 

斎賀委員長 

ここで、休憩をとります。 

（１１時１９分 休  憩） 

（１１時４３分 開  議） 

斎賀委員長 

  休憩を解いて会議を再開します。 

  この件について質問ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

  ないようですので、以上をもって和解及び損害賠償の額の決定については閉じたいと思い

ます。 

  ３、その他。 

（「ありません」の声あり） 

  では、以上をもちまして、令和２年第１回まちづくり常任委員会を閉じたいと思います。 

 

（１０時４４分 閉  会） 

 



 

 

以上、相違ないことを証するため署名する。    委  員  長  斎 賀 弘 孝   

 

以上、記録する。                主   事  満 保 希 来   


